
 
○行政機関（市町村、地域包括支援センター等） 
○コーディネーター 

○地域の関係者（ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事
業者、シルバー人材センター等） 
 ※この他にも地域の実情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。 

 

 生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められることから、市町村が主体と
なって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源
開発等を推進する。 
 

設置目的 

 
 設置主体は市町村であり、第１層のコーディネーターが協力して地域の関係者のネットワーク化を図り、設置する。 

 ※地域の実情に応じた様々なネットワーク化の手法が考えられるため、既に類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催さ
れている場合は、その枠組みを活用することも可能。 
 ※特定の事業者の活動の枠組みを超えた協議が行われることが重要。 

設置主体 

構成団体等 

 
○コーディネーターの組織的な補完 
○地域ニーズの把握、情報の見える化の推進（アンケート調査やマッピング等の実施） 
○企画、立案、方針策定を行う場 
○地域づくりにおける意識の統一を図る場 
○情報交換の場、働きかけの場 

役割 

協議体の目的・役割等について 
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問 協議体の設置を推進するとのことだが、どのようなメンバーに声がけをすれば良いか。民間企業にも積極的に参加
してもらうのか。  

   

コーディネーター及び協議体に係るQ&Aについて③ 
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第３ 生活支援・介護予防サービスの充実 

１ 協議体については、ガイドライン案・３「（３）協議体の目的・役割等」「④協議体の構成団体等」にもお示ししているとおり、市町
村、地域包括支援センター等の行政機関、生活支援コーディネーターのほか、ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組
織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の地域の関係者で構成されること
を想定しており、この他にも地域の実情に応じて適宜参加者を募ることが望ましいと考えている。 

２ また、生活支援体制整備事業は、市町村の生活支援・介護予防サービスの体制整備を目的としており、ガイドライン案・２にも
お示ししているとおり、介護保険制度でのサービスのみならず、市町村実施事業や民間市場、あるいは地域の支え合いで行わ
れているサービスを含めて市町村内の資源を把握し、保険外のサービスの活用を促進しつつ、互助を基本とした生活支援・介
護予防サービスが創出されるような取組を積極的に進める必要がある。 

したがって、配食事業者、移動販売事業者等、地域の高齢者の生活を支える上で必要不可欠な民間企業にも地域の実情に応じ
て参画いただくことを想定している。 

 （参考） 

総合事業のケアマネジメントでは、ケアマネジメントのプロセスを評価することとしており、ケアマネジメントの結果、保険外の民間企業のサービスのみの利用となり、その後
のモニタリング等を行わない場合についても、アセスメント等のプロセスに対し、ケマネジメント開始月分のみ、事業によるケアマネジメント費が支払われる。 

 

３ いずれにしても、地域の資源開発や多様な主体のネットワーク化等を図るため、協議体の設置を早期に行うことが重要であ
り、例えば、まず、協議体の機能を有するような既存の会議等も積極的に活用しつつ、最低限必要なメンバーで協議体を立ち上
げ、徐々にメンバーを増やしていくなどといった方法も有効であると考えている。 

 

 

協議体の配置について 



地域の福祉を担うコーディネーター 

○ 生活困窮者支援においては、福祉事務所設置自治体において、「自立相談支援事 
 業」の「相談支援員」、「主任相談支援員」が配置され、生活困窮者支援に関するさまざ 
 まなネットワークづくりや社会資源の開発を行う。 
 
○ 介護保険においても、市町村において、「生活支援体制整備事業」の「生活支援コーディネー
ター」が生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた資源開発等を行う。 

（主任）相談支援員 生活支援コーディネーター 

法律 生活困窮者自立支援法 介護保険法 

事業 自立相談支援事業 生活支援体制整備事業 

役割 生活困窮者へのアセスメント、支援計画の
作成のほか、社会資源の開発、ネットワー
ク構築 等 

地域に不足するサービスの創出、担い手の
養成、サービス提供主体間の連携体制づくり 
等 

○ 地域の福祉を担うコーディネーターは、このほかにも、地域福祉分野や障害福祉分野、 
 子育て分野なども含め、さまざまなものがある。  
○ 自治体の状況によるが、小規模な自治体を中心に、それぞれの事業がばらばらに展開するこ
とは適当ではなく、各自治体において、これらの者が連携して取り組み、必要に応じて兼務する
ことも可能とすることで、総合的な事業展開が可能となる。 

 
※ 兼務の場合、これらの人材の配置に係る負担金・補助金の算定に当たっては、それぞれの補助目的に沿った支出が求められることとなるため、
勤務時間等適当な考え方により按分することが必要。 

※ 支援員だけではなく、各事業における協議会（例：生活困窮者支援の「支援調整会議」、介護保険の「協議体」、障害福祉の「地域自立支援協議
会」等）などについても、別々に設置するのではなく、分科会形式とするなどで効率的な運営を図ることが可能である。 15 


